
◎神戸市職員（児童自立支援専門員・児童生活支援員）受験資格 補足説明 

 

採用選考案内の受験資格欄に記載している，”児童福祉施設の設備及び運営に関する基準”

については，以下のとおりです。 

 

 ○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

 

(児童自立支援専門員の資格) 

第８２条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

 

一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校

教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 

四 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、

心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者

又は同法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の

単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認め

られた者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまで

に掲げる期間の合計が二年以上であるもの 

五 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する

研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事

したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの 

六 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相

当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一

項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの 

七 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定

により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通

常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれ

と同等以上の資格を有すると認定した者であつて、三年以上児童自立支援事業に従事したもの又は

前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が五年以上であるもの 

八 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免

許状を有する者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその

職務に従事したもの 

〇四～七に規定する「前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間」 

イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県、指定都市又は児童相談

所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間 

ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間 

ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。) 

 

 



 

(児童生活支援員の資格) 

第８３条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

 

一 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保

育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 三年以上児童自立支援事業に従事した者 

 

 

 


